
国立大学法人信州大学工学部と独立行政法人水資源機構総合技術センタ ー との間における

包括的な連携推進に関する協定書

国立大学法人信州大学工学部（以下「甲」という。） と独立行政法人水資源機構総合技術セン

タ ー（以下「乙」という。）は、相互の包括的な連携を強化するため、次のとおり協定（以下「本

協定」という。） を締結する。

（目的）

第1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携して、双方の資源を有効に活用し、社会資本整備など

相互協力が可能な分野における連携を推進することにより、研究成果の普及・社会活用を促進

するとともに、先端的な技術力かつ広い視野を有する研究者や高度技術者の育成に貢献するこ

とを目的とする。

（連携項目）

第2条 本協定に基づく連携項目は、 次に掲げるとおりとする。

(1) 共同研究、 委託研究等の実施並びにこれに伴う教員及び技術者の相互交流

(2) 甲の学生等 （外国人留学生を含む。） に対する乙でのインタ ーンシップ機会の付与

(3) 技術連携に基づく水資源開発施設の建設及び管理に係る技術の向上による社会への貢献

(4)甲の研究動向等に関する甲の教員による乙への講義の実施、又は乙の技術的検討に関する

乙の技術者による甲の教員、 学生等への講義の実施

(5) その他上記以外の学際横断的な甲の教員及び乙の技術者の交流

（委員会）

第3条 甲及び乙は、相互に密接な連携・協力を保ち、本協定の円滑かつ積極的な推進を図るた

め、具体の共同研究及び委託研究の実施に当たっては、必要に応じ双方の関係者による委員会

を設置することができる。

2 委員会の構成及び運営について必要な事項は、 双方の関係者が協儀して定めるものとする。

（共同研究等の実施）

第4条 本協定に基づき、共同研究、委託研究等を実施する場合には、その都度、書面による契

約を締結するものとする。

（調整）

第5条 本協定に基づく相互交流、インタ ーンシップ、水資源開発施設の建設及び管理に係る技

術の向上による社会への貢献、講義の実施等について必要な具体的事項については、その都度

双方の関係者で連携し、調整するものとする。

（秘密の保持）

第6条 甲及び乙は、本協定の実施に伴い相手方より提供 又は開示を受けた情報であって、提供

又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際

し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの（以下合わ

せて「秘密情報」という。）について、第三者に提供、開示又は漏洩してはならない。 ただし、

次のいずれかに該当することを証明できる情報については、 この限りではない。

(1)提供又は開示を受けた際、 既に自己が保有していた情報

(2)提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報

(3)提供又は開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報




